
料金体系等について【第４回】
経営戦略

水道事業の⾧期持続により
市民生活・社会活動を守り

都市の成⾧と発展を支える

佐世保市水道事業の

経営戦略
令和7年7月4日 佐世保市水道局



－1－

これまでの検討経過

1

再提案
と



１．これまでの検討経過

投資計画は、
先送りの余地がない最小のもの①

財政計画は、
“ゆとり”を持たない財源確保②

基幹施設を優先した施
設更新と、リスクマネジ
メントの充実による給水
サービスの維持。

当初３年間は、
経営の転換点を見
極める期間。

企業債の最大活用と最小限の資産維持費で
市民負担の平準化＆最小化を図る。

料金収入による

財源確保として

【前回委員会での意見】

①企業債の更なる活用によって
財源確保幅が圧縮できないか？

2
②低所得者層への配慮してほしい。



２．①企業債の活用による財源確保幅の圧縮について

≪前回の提案≫

類似団体上位１０団体の平均

６００％を上限に拡大。

≪再提案≫

上限は一時撤廃し、
当初３年は、活用できる限り

ＭＡＸで活用

前回提案は中長期的視点による
上限を示したものですが…

当初３年に限定して、活用し得
る限り最大活用し、市民負担の抑
制を図ります。

（転換点の見極め後に再検証）

①当初３年に生じる事業費は、可能なものは原則全て企業債で対応

②３年後の企業債残高比率は ６００％ ⇒ ６０５％ に拡大

③これにより、水道料金収入の不足財源は ２８％ ⇒ ２７．５％ に圧縮

２７．５％↑
（水道事業会計の限界）

≒これ以上は借りる
ことができない
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３．留意点

企業債の最大活用における留意点

①将来への“しわ寄せ“の可能性

②財政の硬直化（特に非常時の対応）

３年間、企業債を拡大する分は、料金収入が減少す
ることとなりますので、次回の算定期間以降における
不足財源が拡大する可能性があります。

（４年目以降の企業債の上限の設定等にもよる）

事故や災害、渇水等の突発的事象に対して、財政的
な対応力が弱くなります。（企業債に依存するため、
非常時に自由に使える資金が手元になくなる。）

もともとが
ゆとりを持たない
財政計画

自由がきかない
借金依存

【再提案】

当初３年間に限定して上限を撤廃し
経営の転換点を見極めて再検証するべき

今の時点で、
将来の上限値
を決めてしま
わない。
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４．事務局提案（前回の委員会の意見①に対する再提案）

次頁以降は、選択された財源確保幅に対する、

具体的な料金体系についてご説明差し上げます。

前回の継続審議事項として、

まず、以上の再提案についてご審議賜りますようお願いします。

Next

企業債を

ＭＡＸ活用

収支不足額を

ＭＩＮに圧縮

不足財源幅が

27.5％に

5

事
業
費

元金
償還

605%



－２－

料金体系の概況
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料金水準

使用水量

財源確保の“仕方（＝料金の枠組み）”をどうするか？

１．今回の検討目的

基本料金と従量料金

基本水量 超過水量

基本水量と超過水量

従量料金は逓増制

基本
料金

従量
料金

使用水量が「基本水量」
の範囲までなら、基本料金
のみのご負担となります。

「従量料金」は、使
用水量に応じて、加算
してご負担いただく料
金です。

「基本料金」は、使
用水量に関係なく、固
定的にご負担いただく
料金です。

基本水量を超えた「超過水
量」は、１㎥毎の従量料金を
加算してご負担いただきます。

従量料金は、使用水量に応じて１㎥
あたりの単価が高くなる「逓増料金」
となっています。

①

②

③水道料金の枠組み

④ 料金制度
用途や口径に応じて異なる料金を徴

取するなどの複数の制度があります。
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水道料金算定要領に基づく『水道料金改定業務の手引き』において、

①基本料金を設けるか否か？

⑤使用用途や口径によって料金を変えるか否か？

②基本料金の配分（水準）が適切であるか？

③基本水量が適切であるか？

④従量料金の設定が妥当であるか？

２．検討・確認項目

本市においても、これらについて検討したうえで
料金体系についての提案をさせていただくものです。

8

料金算定における検討項目が以下のように示されています。

（発行：日本水道協会）



－３－

今回の提案主旨
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１．提案主旨

『見極めの期間』であることに鑑み

現行の料金体系を維持した、一律改定としたい。

10・・・以上の内容について、項目ごとにご説明いたします。

〇経営戦略（向こう１０年間の目指す方向性）としては・・・

人口減少社会において、

必要な費用を 安定的に確保できる料金体系 とすること。

しかし…

・水源不足の解消には至らないため、給水サービスも変化が生じないこと
（石木ダム完成はR14年度）

〇算定期間（３年間＝見極めの期間）の料金体系を考えると

・一方で、「水の使われ方（都市構造や水需要構造）」に大きな変化が生じていないこと

・料金体系を変更すれば、必ず負担に差が生じること

当初３年は 料金体系を変える適切な時期ではない



－４－
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なぜ、料金体系を変更すると、

負担に差が生じるのか？



8.7 億円 (14.96%) 696,042 件

(うち0～5㎥） 3.7 億円 (6.32%)

13.9 億円 (23.83%) 473,895 件 (33.00%)

15.2 億円 (26.08%) 244,301 件 (17.01%)

2.0 億円 (3.47%) 11,366 件 (0.79%)

2.0 億円 (3.36%) 4,847 件 (0.34%)

3.3 億円 (5.70%) 3,306 件 (0.23%)

2.7 億円 (4.56%) 1,148 件 (0.08%)

10.5 億円 (18.04%) 1,058 件 (0.07%)

58.3 億円 (100%) 1,435,963 件 (100%)合計

(48.47%)
387,430件 (26.98%)

給水収益 延べ件数１ヶ月水量

0～10㎥

11～20㎥

21～50㎥

51～100㎥

101～200㎥

201～500㎥

501～1000㎥

1001㎥～

１．料金体系を変更する場合の例

基本水量 まで増やそうとすると・・・

本市の収益の約24％を、基本水量の次の階層
が支えています。
この階層から従量料金が得られなくなるため、他

の階層の従量料金単価を高くする必要が生じます。

基
本
水
量

の負担増

従量料金を引き下げようとすると・・・

本市は収益全体の約６５％を従量料金で支えて
いますので、引き下げた分は基本料金を高くして
補う必要があります。

収益全体の

６５%程度

収益全体の

３５%程度

本市は、一般家
庭の多くがが基本
料金のみの負担と
なっていますので… の負担増
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今の料金体系に問題を抱えていない限り

料金体系を見直すべき時期ではない

２．検討の目線

利用者側（＝水の使われ方）に変化がなく
供給側（＝給水サービス）も３年間で変化は生じない

のであれば

・本市の実情と合致していない点や、負担に過剰な不公平が生じて
いる等の問題点の「是正の必要」が生じていないか？

・・・以下、「今の料金体系に問題が生じていないか？」に
ついて、料金算定要領の各検討項目ごとに確認していきます。
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－５－
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現行の料金体系が

適切なものであるか？



１．基本料金を設けるか否か （一部料金制度 or 二部料金制度）
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１．基本料金を設けるか否か （一部料金制度 or 二部料金制度）

基本料金あり（二部料金） 基本料金なし（一部料金）

●基本料金は、使用水量に関係なくご負担いた
だく料金であるため、収益の安定性を支えます。

●一方で、使用者側から見ると、ほとんど水を
使わなかった場合でも一定の負担を求められるこ
とになります。

●使用者側から見ると、使用した水量に応じた
負担のみとなるため、公平感があります。

●一方で、収益の全てが使用水量の多寡に左右
されることになります。

●基本料金と従量料金に分かれる、一般的な料
金制度です。

●従量料金のみとする制度で、一部の団体で採
用されています。

●本市は『配水量を抑制する節水型の経営』が求められていること

●およそ２年に一度、渇水に直面しており、節水対策や給水制限で
水量が不安定であること

水源不足の現状では、基本料金を撤廃することは困難です。
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２．基本料金の配分が適切であるか？
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２．基本料金の配分が適切であるか？

基本料金は、使用水量の多寡によら
ない料金であるため、「固定費」の回収
手段として重要な役割を担っています。

（本市は、全体の約９割が固定費）

●一般家庭等の基本料金の枠
内の少水量使用者の負担感が
強まります。

水源不足の現状では、基本料金のウェイトを軽くすることは困難です。

基本料金の引き上げは、少水量世帯の負担感が高まります。

●前述のとおり『節水型の経営』が求められ
ているため、従量料金への依存度を高める
方向にシフトすることができません。

同じ料金

従量料金

基本料金

渇水など

確実な収益

不確実な収益

人口減少が進む中、確実に固定費を
回収するため、基本料金を引き上げる
団体が増えてきています。

本市は収益の約３５％が基本料金

３５%程度

６５%程度

（定量的な分析は資料編をご参照ください） 18
（給水サービスは変わらないのに、負担が増える。）



３．「基本水量」が適切か？
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３．「基本水量」が適切か？

≪基本水量とは≫

●基本料金の中に含まれる使用
水量です。

●基本水量までは基本料金、基
本水量を超えた分を従量料金と
してご負担いただきます。

本市では、月10㎥を基本水量とし、さらに節水促進のためのに減額制度を設けています。

１人世帯を想定して、
月５㎥以内であれば、基本料金を減額

通常の基本料金

１，４８４円
５㎥未満の場合

８６４円
（２ヶ月 1,728円）（２ヶ月 2,968円）

20

（※料金は２ヶ月単位で徴収していますので、正確には「２ヶ月２０㎥」となります。）

『月１０㎥』ってどれくらい？

２人世帯の場合だと、
毎日３０ℓ以上の節水が必要な水量です。

今の一人一日当水量約２００ℓ（全国最少水準）

月１０㎥にするには１６７ℓ以内

現状では、節水奨励の枠組みを続ける必要があります。

●基本水量の引き上げは、水を使い易い方向に促すため、節水型経営に合致しません。

●基本水量を現状以上に引き下げると、相当な数の世帯が基本水量に収まらず、事実上
の値上げとなります。（低所得者層や高齢者世帯への負担増が想定されます。）



４．従量料金の設定が適切か？
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４．従量料金の設定が適切か？

≪従量料金の種類≫

本市では、配水量の抑制を図るため、使用水
量が多くなるほどに単価を高く設定しています。

使用水量に応じて単価を変動させる料金の枠
組みで、団体によって逓増・逓減・均一など異な
ります。（本市は逓増）

①最初の段階に大きな差を設けています。
利用者の８１．５％が４０㎥（月20㎥）
以内に集中しており、節水を強く促す必要
があるためです。

②一方で、多量使用になるほど、段差を小さ
くしています。これは、業種間で大きな不
公平が生じないように配慮したものです。

（また、部分的な逓増度の変更は負担の不公平を招くことになります。）

1

2

ここに大部分が存在するため、
節水を強く促す必要がある。

ここは少数のため
公平性を重視

水源不足の現状では、高い節水効果を求める必要があります。

●本市では基本水量の枠組みとセットで配水量の抑制の枠組みを構築しています。

●節水型を優先した中で、負担の公平性に配慮している現行の枠組みは、容易に変える
ことはできません。
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全118，000世帯 × 48.47％ ＝ 57,000世帯

現状、約半数が基本料金の枠内

本市の非課税世帯数は約42,000世帯で
あることから、この枠内に収まっているものと
想定されます。

4.2万
世帯

既に十分に配慮された体系となっています。

48.47％
（57,000世帯）

＜
非課税

23

696,042 件

473,895 件 (33.00%)

244,301 件 (17.01%)

11,366 件 (0.79%)

4,847 件 (0.34%)

3,306 件 (0.23%)

1,148 件 (0.08%)

1,058 件 (0.07%)

1,435,963 件 (100.00%)

11～20㎥

21～50㎥

51～100㎥

101～200㎥

201～500㎥

501～1000㎥

1001㎥～

合計

延べ件数

0～10㎥
１ヶ月水量

(48.47%)
（うち0～5㎥  308,612件  26.98%）

基本水量
の枠内に



５．使用用途や口径に応じて料金を変えるべきか？
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５．使用用途や口径に応じて料金を変えるべきか？

●料金制度には、主に以下の３つが存在し、それぞれに特徴があります。

①口径別料金 ②用途別料金 ③単一料金
使用用途で異なる料金引き込み管の口径で異なる料金 統一の料金

●口径が大きいほど、一度に多く
の水を使うことができるほか、施
設整備にも相応の経費が求められ
ることから、口径が大きい人ほど
負担を求めるべきとの考え（個別
原価主義）に立つ制度です。

負担の公平性
制度の明瞭性に優れる制度

近年、多くの団体が口径別
料金に移行しています。

●水道は生活に欠かせないライフ
ラインであることから、一般家庭
の負担を抑え、営利目的等に多くの
負担を求めるべきとの考えに立つ
制度です。

生活用水
への配慮

に優れる制度

●等しく同じ料金表でご負担いた
だく制度です。

分かり易さに優れる制度

本市は、用途別の考えを取り入れた

『ほぼ単一料金制度』

本市の料金は、用途を「公衆浴場とそれ以外」の用途別料金で
す。公衆浴場は市内に１件のみで、ほぼ単一料金となっています。
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用途別料金 … 水源不足のため、制度目的への適合が困難です。

●本市は、水量の約70％が家庭用で占められていま
すので、家庭用が節水のメインターゲットとせざるを
得ません。

５．口径別料金と用途別料金

口径別料金 … 最小口径を推奨してきた本市では導入困難です。

口径 件数 割合

13㎜ 641,694 88.67%

20㎜ 65,805 9.09%

25㎜ 8,380 1.16%

40㎜ 5,342 0.74%

50㎜ 1,558 0.22%

75㎜ 489 0.07%

100㎜ 268 0.04%

150㎜ 102 0.01%

200㎜ 66 0.01%

250㎜ 12 0.002%

計 723,716 100.00%

（R5実績） （H25実績) 増減

333 392 △ 59

584 539 +45

55 55 ±0

用途別・口径別 181 172 +9

用途別・その他 12 7 +5

用途別・口径別・その他 7 5 +2

口径別・その他 8 10 △ 2

組
合
せ

用途別

口径別

その他

料金体系
団体数

●全国的には口径別料金が主流となってきていますが…

●本市は『配水量抑制（節水）』のため、最小口径での整備を推奨
してきたため、全体の約９割が最小口径となっています。

全国的には、一般家屋
では２０㎜が主流ですが、
本市では全体の９％程度
しか存在していません。

●よって、口径別料金を
導入する土壌がそもそも
ありません。

用途 件数 割合 使用水量(㎥) 割合

家庭用 650,294 89.85% 16,692,230 70.61%

業務用 69,437 9.59% 5,906,821 24.99%

工場用 3,987 0.55% 1,036,615 4.38%

公衆浴場 6 0.001% 5,615 0.02%

合計 723,724 100.00% 23,641,281 100.00%

●用途別料金は、家庭用の水を使い易いように配慮
することを目的とした制度です

●水源不足の現状では、導入困難です。

26

（地方公営企業決算状況調査）



料金体系を見直す適切な時期は、

確実な水源確保が見込まれたとき

６．小 括

現行の料金体系は、

節水型経営の現状に適った体系で、是正等の必要は生じていません。

※前回
の資料
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－６－
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経営戦略（１０年）における

水源確保後に考えられること



水源不足により、
本来必要の無い値上げを余儀なくされてきた

渇水

収支悪化

節水にご協力ください

収益が落ち込んだ
ので料金を

値上げします

頑張って、

節水に協力
したのに！！

市民負担

負のサイクル

【前回資料】
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①基本水量の見直し ②逓増度の見直し

現行の「基本料金減額制度の見直
し」や「基本水量の撤廃」など、配
水量抑制を促す枠組みを緩和するだけ
で、収益の安定化を図ることが可能
となります。

「逓増度の段差の緩和」または
「使用水量が増えるほど単価を引き
下げる」など、水を使い易い料金体
系とすることで、料金単価を引き上げ
ることなく、収益の安定・拡大を図ること
が可能となり得る。

家庭用 事業用

・小水量の単価を少し上
げて、全体の段差を緩や
かにする。

・用途別と組み合わせて、
多く使う程に単価を引き
下げる。

…など
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節水型経営からの脱却で考えられること

「水を節水を促す料金体系」から「水を使ってもらい易い料金体系」へ

（1/3）

（できるだけ水を使わせない） （利用を促進する）



節水型経営からの脱却で考えられること

「水を節水を促す料金体系」から「水を使ってもらい易い料金体系」へ

③口径別料金の導入に向けて

全国的に主流となっている口径20㎜
の推奨など、水を使い易い口径の設置
数を増やしていく。

最小口径以外の階層に厚みが出てく
れば口径別の導入も可能になります。

④基本料金の見直しも

使用水量が安定してくれば、固定
費の回収割合を基本料金に多く求め
る必要性が低くなってくるので、基本
料金の引き下げや廃止も視野に入っ
てくる。

（2/3）

全国的には、一
般家屋の口径は20
㎜が主流となって
きています。

従量料金

基本料金

基本料金引き下げ 一部料金制
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13㎜
43％

20㎜
53％

（本市は
87％）

（本市は9％）

（できるだけ水を使わせない） （利用を促進する）

（公益財団法人 水道技術研究センター）



【参考】他都市の事例

本市においても、目標としているところです。
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節水型経営からの脱却で考えられること

「水を節水を促す料金体系」から「水を使ってもらい易い料金体系」へ

（3/3）

（できるだけ水を使わせない） （利用を促進する）



－７－

総 括
（事務局提案）
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今は、料金体系を見直す時期ではない と考えます。

１．総括 （事務局提案）

『経営の転換点』を

見極める３年間

前回提案のとおり

であることに鑑み

（前回資料）

この３年間で…
①水源確保等の事業環境を見極める。

②今後の事業環境に即した料金体系の検討を進める。

③転換点を迎えたときに速やかに実行に移す。

よって、今回は、不足財源について

現行体系を維持した一律改定とするのが妥当と考えます。
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２．一般家庭での負担額（税抜き額） ※27.5％改定の場合

月５㎥以内の世帯 月６～10㎥の世帯

１ヶ月あたり８６４円 １ヶ月あたり1，484円

1,102円
（＋238円）

1,893円
（＋409円）

本市で最も多い層の負担額は・・・

その他
の家庭

一人一日使用水量を198リットル（Ｒ５実績平均値）とした場合

≪４人世帯≫≪２人世帯≫ ≪３人世帯≫

１ヶ月水量 １１．８８㎥

１ヶ月あたり 1，950円

2，489円
（＋539円）

１ヶ月水量 １7．８2㎥

１ヶ月あたり

（＋929円）

3，348円

4，277円

１ヶ月水量 23．76㎥

１ヶ月あたり

（＋1,339円）

4，826円

6，165円

前回資料で、他都市比較でお示しした料金は「月２０㎥」を使用した場合のものです。
（統計は20㎥の料金が示されているため）

本市は市民の使用水量が少なく、大多数が「月２０㎥未満」、約半数が「月１０㎥以内」
であるため、ここでは本市の一般的家庭における負担額をお示しします。

前回資料

35

右記は参考値で
す。実勢には、世
帯人員が多いほど、
一人当たり水量は
少なくなる傾向に
あります。

696,042 件

473,895 件 (33.00%)

244,301 件 (17.01%)

11,366 件 (0.79%)

4,847 件 (0.34%)

3,306 件 (0.23%)

1,148 件 (0.08%)

1,058 件 (0.07%)

1,435,963 件 (100.00%)

11～20㎥

21～50㎥

51～100㎥

101～200㎥

201～500㎥

501～1000㎥

1001㎥～

合計

延べ件数

0～10㎥
１ヶ月水量

(48.47%)
（うち0～5㎥  308,612件  26.98%）



（税抜）

1ヶ月の使用水量 構成割合 現行
27.5％

改定の場合

28.0％
改定の場合

　10㎥まで 48.47％ 1,484円 1,893円 1,900円

（ただし、5㎥まで） （うち21.49%） 864円 1,102円 1,106円

　10を超え　20㎥まで 33.00％ 233円 298円 299円

　20㎥を超え　50㎥まで 17.01％ 253円 323円 324円

　50㎥を超え　100㎥まで 0.79％ 273円 349円 350円

　100㎥を超え　200㎥まで 0.34％ 302円 386円 387円

　200㎥超え　500㎥まで 0.23％ 305円 389円 391円

　500㎥を超え　1000㎥まで 0.08％ 309円 394円 396円

　1000㎥を超えるもの 0.07％ 312円 398円 400円

従量料金
（超過料金）

基本料金

３．料金表・案 （新旧比較）
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主
に
家
庭
用

※水道料金は２ヶ月に一度徴収します。（２ヶ月分をまとめて徴収）

・基本水量 1,893円

・超過水量 1.88㎥ → 切上げで２㎥

【計算例（27.5％改定の場合）】

・従量料金 （月10～20㎥）の298円×２㎥＝596円

・基本料金 1,893円＋従量料金596円＝2,489円

※月額料金

※１㎥あたり
の料金



〇【経営戦略（１０年間）】の方向性

４．総 括

・老朽化対策をしっかり進め、水道供給を守る（その前提での最小投資）

・市民負担の世代間格差を生まない財政計画としていく

・水源確保後は、料金体系を含めた節水型経営からの脱却を図る

〇【当初算定期間（３年間）】の方向性

・見極めの期間とし、財政のゆとりを持たない

・企業債を最大活用し、市民負担を最小化する

・料金体系は維持した一律改定を行う

以上について、ご審議賜りますよう、お願いいたします。
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